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第 1 章 教育改革の動向 
 
１ 教育法規の改正 

 

(1) 教育基本法の改正 

平成18年12月15日、現行の教育基本法

が成立し、12月22日に公布・施行された。

昭和22年に教育基本法が制定されてか

ら半世紀以上が経過し、この間、科学技

術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化

など、我が国の教育をめぐる状況は大き

く変化するとともに、様々な課題が生じ

てきた。 

このような状況に鑑み、現行の新しい

教育基本法では、国民一人一人が豊かな

人生を実現し、我が国が一層の発展を遂

げ、国際社会の平和と発展に貢献できる

よう、従来の教育基本法の普遍的な理念

は大切にしながら、今日求められる教育

の目的や理念、教育の実施に関する基本

を定めるとともに、国及び地方公共団体

の責務を明らかにし、教育振興基本計画

を定めることなどについて規定した。 

教育基本法では始めに、教育の目的及

び理念が明示されており、教育の目的と

して、「人格の完成」「平和で民主的な

国家及び社会の形成者として心身とも

に健康な国民の育成」を規定し、この教

育の目的を実現するために、「幅広い知

識と教養、豊かな情操と道徳心、健やか

な身体」「能力の伸長、自主・自立の精

神、職業との関連の重視」「正義と責任、

自他の敬愛と協力、男女の平等、公共の

精神」「生命や自然の尊重、環境の保全」

「伝統と文化の尊重、我が国と郷土を愛

し、他国を尊重、国際社会の平和と発展

に寄与」という今日重要と考えられる事

柄を規定している。また、それ以外にも

「生涯学習社会の実現」「教員の使命と

職責の重要性」「家庭教育の責任」「学

校、家庭、及び地域住民等の相互の連携

協力」等についても求めている。 

(2) 学校教育法の改正 

教育基本法の改正及び中央教育審議

会の答申等を踏まえ、学校教育の充実を

図るため、学校教育法の一部が改正され

た。この中で、新たに義務教育の目標が

定められ、各学校種の目的・目標が見直

されるとともに、学校の組織運営体制の

確立のため、副校長・主幹教諭・指導教

諭といった新しい職を置くことができ

るとした。 

義務教育の目標には次の事項等を規

定した。 

また、学校は、学校評価を行い、その

結果に基づき、学校運営の改善を図るこ

とにより、教育水準の向上に努めること

が規定され、加えて保護者等との連携協

力を推進するため、学校の情報提供に関

する規定も新設された。さらに学校教育

法施行規則も改正され、従来「外部評価」

と呼んでいた「学校関係者評価」が努力

義務化された。 

学校教育制度の多様化及び弾力化を

推進するため、現行の小・中学校に加え、

小学校から中学校までの義務教育を一

貫して行う「義務教育学校」が新たな学

校の種類として規定された。（学校教育

法一部改正） 

平成 31 年 4 月 1 日施行された学校教

育法の一部を改正する法律では、情報通

信技術の進展等に鑑み、児童生徒の教育

の充実を図るため必要があると認めら

れる教育課程の一部において、また、障

害のある児童生徒等の学習上の困難の

程度を低減させる必要があると認めら

・規範意識、公共の精神に基づき主体的に

社会の形成に参画する態度 

・生命及び自然を尊重する精神、環境の保

全に寄与する態度 

・伝統と文化を尊重し、それらをはぐくん

できた我が国と郷土を愛する態度、他国

を尊重し国際社会の平和と発展に寄与す

る態度 
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れるときは、教育課程の全部又は一部に

おいて、これらの教科用図書に代えてそ

の内容を記録した電磁的記録である教

材（いわゆるデジタル教科書）を使用す

ることができることとなった。 

 

(3) 学校教育法施行規則の一部を改正する 

省令の施行（令和３年文部科学省令 37号） 

学校や教員が直面する課題が多様化・

複雑化し、学校における働き方改革の推

進、ＧＩＧＡスクール構想の着実な実施、

医療的ケアをはじめとする特別な支援

を必要とする児童生徒への対応等が喫

緊の課題となっていることを踏まえ、学

校において教員と連携協働する支援ス

タッフの名称及び職務内容が以下のと

おり規定された。 

ア 医療的ケア看護職員  
(ｱ) 医療的ケア児のアセスメント 

(ｲ) 医師の指示の下、必要に応じた医

療的ケアの実施 

(ｳ) 医療的ケア児の健康管理 

(ｴ) 認定特定行為業務従事者である

教職員への指導・助言 

イ 情報通信技術支援員 
(ｱ) ＩＣＴを活用した授業支援、校務

支援、環境整備支援、校内研修支援

等 
ウ 特別支援教育支援員 
(ｱ) 基本的生活習慣確立のための日

常生活上の介助 
(ｲ) 学習支援 
(ｳ) 学習活動、教室間移動等における

介助 
(ｴ) 健康・安全確保 
(ｵ) 周囲の児童生徒の障害理解促進  

エ 教員業務支援員 
(ｱ) 学習プリントや家庭への配布文

書等の各種資料の印刷、配布準備 
(ｲ) 採点業務の補助  
(ｳ) 来客対応や電話対応  
(ｴ) 学校行事や式典等の準備補助  

(ｵ) 各種データの入力・集計、掲示物

の張替、各種資料の整理等の作業 
※その他、教員の業務の円滑な実施に

必要な支援に該当するものであれ

ば、従事可能。 
オ スクールカウンセラー及びスクー

ルソーシャルワーカー・スクールカウ

ンセラー及びスクールソーシャルワ

ーカーに関する規定を幼稚園に準用

させる。（施行規則第 39 条、第 65 条

の３及び第 65 条の４関係） 
 

(4) その他の教育法規の改正 

教育職員免許法が一部改正され、教員

免許更新制を発展的に解消し、「新たな

教師の学び」を支える研修体制の下、研

修を行うことになった。 

教員免許更新講習は教師に学びの契

機と機会を定期的に提供し、教師が知的

技能を習得することを制度的に担保す

るものであった。しかし教育を巡る状況

の変化はスピード感を増し、修得した知

識技能がすぐに新しいものでなくなる

ことが明らかになってきた。 

このことから、教師自身も高度な専門

職として新たな知識技能の修得に継続

的に取り組み、教師の個別最適な学び、

協働的な学びを実現させていく必要が

生じてきた。 
こうした現状から、教育職員免許法を

改正し、各教師の研修履歴を記録すると

ともに、この記録に基づき、教師の資質

向上に関する指導助言等を行う仕組み

を制度化した。また、このために必要な

研修を受講するためのプラットフォー

ムを構築し、オンライン研修のコンテン

ツの開発・充実を進めているところであ

る。 
（教育職員免許法の一部改正） 

教育公務員特例法の一部改正が行わ

れ、指導が不適切な教諭等の人事管理の

厳格化を目指し、任命権者は指導が不適 
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切と認定した教諭等に対して、指導の改

善を図るための研修を義務付けた。さら

に、任命権者は、研修終了時の認定にお

いて、指導の改善が不十分であると認め

る教諭等に対して、免職その他の必要な

措置を講ずるものとした。 

（教育公務員特例法の一部改正） 

教員等の任命権者（教育委員会等）は、

教育委員会と関係大学等とで構成する

協議会を組織し、校長及び教員の職責、

経験及び適性に応じてその資質の向上

を図るための指標を定めるとともに、指

標を踏まえた教員研修計画を定めるも

のとした。 

十年経験者研修を中堅教諭等資質向

上研修に改め、実施時期の弾力化を図る

とともに、職務を遂行する上で必要とさ

れる資質の向上を図るための研修とし

た。 （教育公務員特例法の一部改正） 

普通免許状の授与における大学にお

いて修得を必要とする単位数に係る科

目区分を統合し、外国語の小学校特別免

許状が創設された。 

（教育職員免許法の一部改正） 

学校保健・学校安全の見直しも行われ、

「学校保健法」という法律名を「学校保

健安全法」に改正し、新たに学校安全に

関する定めを盛り込んだ。この法律では、

学校保健・学校安全に対する国及び地方

公共団体の責務を明示している。改正さ

れた学校保健安全法のポイントは以下

のとおりである。 

ア 学校保健に関する改正について 

(ｱ) 養護教諭を中心として関係職員

等と連携した組織的な保健指導の

充実 

(ｲ) 地域の医療関係機関等との連携

による児童生徒等の保健管理の充

実 

(ｳ) 学校の環境衛生水準を確保する

ための全国的な基準の法制化 

イ 学校安全に関する改正について 

(ｱ) 子供の安全を脅かす事件、事故 

及び自然災害に対応した総合的な

学校安全計画策定の義務化 

(ｲ) 各学校における危険等発生時対

処要領（危険対処マニュアル）の作

成の義務化 

(ｳ) 警察等関係機関、地域のボランテ

ィア等との連携による学校安全体

制の強化 

また、学校給食を活用した食に関す

る指導の充実及び学校給食の衛生管理

の適切な実施を図るため、学校給食法

の一部改正も行われている。そのポイ

ントは以下のとおりである。 

(ｱ) 学校給食を活用した食に関する

指導の充実（食育の観点から学校給

食の目標を改定、栄養教諭による学

校給食を活用した食に関する指導

の推進） 

(ｲ) 学校給食の水準及び衛生管理を

確保するための全国基準の法制 

 

２ 特別支援教育に関する国の施策 
 

(1) 特別支援学校設置基準の制定 
ア これまでの経緯 

県教育委員会では、これまでも児童

生徒数の増加に伴う過密状況の解消を

図るために、学校教育法施行規則や国

が定めた特別支援学校施設整備指針等

を参考としつつ、児童生徒の障害の多

様化や各学校、地域の状況に応じて、

必要となる施設、設備等の整備を行っ

てきた。 

令和２年９月、特別支援学校の児童

生徒増に伴い、全国的に慢性的な教室

不足が続いていることから、文部科学

省は「新しい時代の特別支援教育の在

り方に関する有識者会議」にて、特別

支援学校の設置基準について議論を始

めた。 

令和３年１月、中央教育審議会は
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「『令和の日本型学校教育』の構築を

目指して～全ての子供たちの可能性を

引き出す、個別最適な学びと、協働的

な学びの実現～（答申）」にて、「特別

支援学校を設置する上で必要な最低基

準」の策定が重要と答申した。 

これを受け、令和３年９月に、文部

科学省は特別支援学校の教育環境を改

善する観点から学校教育法（昭和 22年

法律第 26号）第３条に基づき、「特別

支援学校設置基準（令和３年文部科学

省令第 45号。以下、「設置基準」とい

う。）」を公布した。 

イ 規定された内容について 

   設置基準は、特別支援学校を設置す

るために必要な最低限の基準として初

めて制定されたもので、地域の実態に

応じた適切な対応が可能となるよう、

弾力的・大網的に規定されている。 

 

 

 

 

 

 

    第１章「総則」では、「設置基準は、

特別支援学校を設置するのに必要な最

低の基準」であること、設置者である 

県教育委員会は、特別支援学校の編制、

施設及び設備等が設置基準より低下し

た状態にならないようにすることはも

とより、これらの水準の向上を図るこ

とに努めるようにしなければならない

と規定されている。なお、既存校にお

ける設置基準への対応は、「当分の間、

なお従前の例によることができる」と

されている。 

第３章「編制」では、幼稚部につい

ては各自治体の実態等を、小学部・中

学部・高等部については「公立義務教

育諸学校の学級編制及び教職員定数の

標準に関する法律」及び「公立高等学

校の適正配置及び教職員定数の標準等

に関する法律」の規定を踏まえて規定

している。また、特別の事情がある場

合を除いて同学年・同一障害種毎に学

級を編制することについては、学校教

育法施行規則の規定を踏襲している。 

第４章「施設及び設備」では、教室

や自立活動室、図書室など校舎に備え

るべき施設や、校舎及び運動場の面積

などが規定されている。 

 

（2) 「医療的ケア児及びその家族に対する

支援に関する法律」（以下：「医療的ケア

児支援法」） 

現在、たんの吸引や人工呼吸器を使用  

するなど、日常的に医療的ケアが必要な

児童生徒、いわゆる医療的ケア児が全国

に約２万人いると推計されている。医療

的ケアが必要な子供やその家族を支援す

るための法律が、令和３年６月 18日に公

布され、同年９月 1日に施行された。 

この法律は、医療的ケア児が健やかに

成長できる環境を整え、また家族の負担

を減らす等、医療的ケア児及びその家族

の生活を支援するための法律である。法

律の目的並びに基本理念について、一部

抜粋したものを以下に示す。 

第１条 目的（一部抜粋） 

医療的ケア児及びその家族が個々の

医療的ケア児の心身の状況等に応じた

適切な支援を受けられるようにするこ

とが重要な課題となっている。（中略）

保育及び教育の拡充に係る施策その他

必要な施策並びに医療的ケア児支援セ

ンターの指定等について定めることに

より医療的ケア児の健やかな成長を図

るとともに、その家族の離職の防止に資 
し、もって安心して子どもを生み、育て

ることができる社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 
 
第３条 基本理念（一部抜粋） 

＜内容＞ 
第１章 総則 
第２章 学科 
第３章 編制 
第４章 施設及び設備 
別表（イ 校舎の面積、ロ 運動場の面積） 
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 医療的ケア児及びその家族に対する

支援は、医療的ケア児の日常生活及び

社会生活を社会全体で支えることを旨

として行われなければならない。 

 
２ 医療的ケア児及びその家族に対す

る支援は、医療的ケア児が医療的ケア児

でない児童と共に教育を受けられるよ

うに最大限に配慮しつつ適切に教育に

係る支援が行われる等、個々の医療ケア

児の年齢、必要とする医療ケアの種類及

び生活の実態に応じて、（中略）関係機

関及び民間団体相互の緊密な連携の下

に、切れ目なく行わなければならない。 
 

医療的ケア児支援法の成立を踏まえ、

医療的ケア児、そして家族に対する支援

を行っていくことが国や都道府県、学校

設置者等の責務となる。今後、すべての

学校において、医療的ケア児が医療的ケ

ア児でない児童生徒と共に教育を受けら

れるよう、医療、保健、福祉、教育、労働

等に関する業務を行う関係機関及び民間

団体との緊密な連携の下に、切れ目ない

支援を行っていく必要がある。 
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